
消費税軽減税率対応窓口相談等事業  

 

本年 10 月から消費税及び地方消費税の税率が 8％から 10％に引き上げられると同時に、消費税の軽

減税率制度が導入されます。制度の概要及び経理処理や書類保存方法など事業者がどのように対応す

るべきかを確認していきます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

※皆様の都合に合わせてどちらの会場でも受講が可能です。 

日 時 場 所 講 師 

5月 28日(火)14時～16時 天栄村山村開発センター 羽川誠一 税理士 

6月 05日(水)19時～21時 長沼商工会館 関根威一郎 税理士 

6月 11日(火)19時～21時 大東商工会館 磯海雄介 税理士 

6月 19日(水)14時～16時 鏡石町商工会館 鈴木龍京 税理士 

6月 27日(木)19時～21時 鏡石町商工会館 鈴木龍京 税理士 

7月 02日(火)19時～21時 岩瀬商工会館 芝崎大介 税理士 

 

 

 
 

 

 

最寄りの商工会にお申込み下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・※切り取らずこのまま FAX して下さい。・・・・・ 

希望日時 
(○で囲んで下さい) 

5/28 6/5 6/11 6/19 6/27 7/2 

受講者名 
（ふりがな） 

 

電話      （    ） 

FAX       （    ） 

事業所名 
 

 
業種 

所 在 地 
 

 
 

岩瀬管内商工会広域連携協議会 
岩瀬商工会（TEL0248-65-3210・FAX 0248-65-3178） 

鏡石町商工会（TEL0248-62-2340・FAX 0248-62-2341） 

天栄村商工会（TEL0248-82-2709・FAX 0248-82-2105） 

大東商工会（TEL0248-79-3155・FAX 0248-79-3175） 

長沼商工会（TEL0248-67-3121・FAX 0248-67-3019） 

講座内容 
●軽減税率制度とは 
●増税の際の価格表示 
●８％になるもの１０％になるもの 
●インボイス制度とは 
●日々の経理処理の注意点 など 

～事業者の方々に知っていただきたい 

軽減税率のポイントをご紹介します～ 
 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1554961686/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2hvcmlpa2UuanAvd3Bfc2l0ZTAwMS8-/RS=%5EADBViYbzXkylCrhMoWMDYRQCTkaIIU-;_ylt=A2RCKwWVg61cgDsAtDKU3uV7

